
佐世保市民文化ホールの利用方法が一部変わります！ 

～佐世保市民文化ホールは、もっともっと市民の文化活動を応援します～ 

 

対象となるのは、 

・音楽、演劇、ダンス、舞踊などの舞台芸術 

・映画などのメディア芸術 

                 ・歌舞伎、能楽、文楽などの伝統芸能 

                 ・茶道、華道などの生活文化 

                      ・囲碁、将棋などの国民娯楽 

のジャンルで活動している団体や個人で、 

・実演、展示などの発表及びそのための準備 

・日常的な練習及び活動の礎となる勉強会 

の活動です。 

 

詳しくは、佐世保市民文化ホールまでご相談ください。 

 

① 文化活動の利用を優先して受付！ 

文化活動の利用の受付を、通常(一般利用)受付の 1 ヶ月前に開始します。 

ホール本番   13 ヶ月前の同月 1日 9時抽選会開始 

   ホール練習     4 ヶ月前の同月 1日 9時抽選会開始 

   会議室       4 ヶ月前の同月 1日 9時抽選会開始 

 

   優先受付開始は 令和 4年 4月 1日(金)から   

 

    ※初回の令和 4年 4月 1日の抽選会では 

ホール本番  令和 5年 4月利用分と、令和 5年 5月利用分の 2 ヶ月分 

ホール練習  令和 4年 7月利用分と、令和 4年 8月利用分の 2 ヶ月分 

会議室     令和 4年 7月利用分と、令和 4年 8月利用分の 2 ヶ月分 

文化活動の利用の受付をします。 

 

② ２年前優先予約受付を行います 

全国・九州規模の展示会等、コンベンション事業等を対象に 2年前優先予約を受け付けます。 

※個別に対応しますので、ご相談ください。 

 

 

 

 

対象になるかも？と思ったら、まずは佐世保市民文化ホールまでお問合せください。 

 

 
 

電話 0956-25-8192 FAX 0956-59-8787 〒857-0056 佐世保市平瀬町 2番地 


